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年
末
年
始
は
、
忘
年
会
、
新
年
会

な
ど
お
酒
を
飲
む
機
会
が
多
く
、
例

年
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
が

増
加
し
ま
す
。

　
飲
酒
運
転
を
起
こ
せ
ば
、
相
手
方

や
そ
の
家
族
を
不
幸
に
さ
せ
る
だ
け

で
な
く
、
厳
し
い
刑
事
処
分
や
行
政

処
分
に
よ
り
、
運
転
手
や
そ
の
家
族

の
人
生
を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
。
誰
も
が
慌
た
だ
し
さ
を
感

じ
る
時
期
で
、
つ
い
イ
ラ
イ
ラ
し
て

ス
ピ
ー
ド
を
出
し
過
ぎ
た
り
、
安
全

確
認
を
怠
っ
た
り
し
た
結
果
、
追
突

事
故
や
出
会
頭
事
故
が
増
加
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
や
時
間
に
余

裕
を
持
っ
た
運
転
を
心
掛
け
、
道
路

を
利
用
す
る
一
人
ひ
と
り
が
気
を
引

き
締
め
て
、
』
事
故

の
な
い
明
る
い
年
　
　
こ
、
　
ｙ
『
、

末
年
始
を
過
ご
し
・
一

Ｉ
一
心
Ｉ
一
ｌ

一

ま
し
よ
う
・
　
　
　
　
　
。
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誉
⌒･f飲酒運転３（さ）せない～

①酒を飲んだ人には維を運転させない

②酒を飲んだ人には車を賞さない

③運転する人には酒を勧めない
予

　
冬
休
み
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
お
正
月

等
の
イ
ベ
ン
ト
が
多
く
、
ま
た
解
放
感

か
ら
少
年
に
遊
び
癖
が
つ
い
た
り
、
不

規
則
な
生
活
に
な
り
が
ち
で
、
非
行
に

走
り
や
す
く
な
る
時
期
で
す
。
・
　
上

　
　
こ
の
時
期
は
、
少
年
が
お
年
玉
な

ど
で
多
額
の
お
金
を
手
に
す
る
時
期
で

も
あ
り
、
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
機

能
の
あ
る
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
ゲ
ー

ム
機
を
購
入
す
る
機
会
が
増
え
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
危
険
性
を
知
ら
な
い
ま

ま
、
利
用
者
同
士
が
交
流
す
る
こ
と
の

で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
犯
罪
等
の
被

害
に
遭
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
｀
非
行
や
犯
罪
被
害
か
ら
少
年
を
守

る
た
め
地
域
ぐ
る
み
で
少
年
の
規
範
意

識
の
向
上
に
努
め
、
有
害
サ
イ
ト
等
か

ら
少
年
を
守
る
た
め
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
県
警
察
に
お
け
る
い
じ
め
や
非
行
問

題
等
の
相
談
窓
口
（
Ｓ
時
間
対
応
）

○
電
話
相
談
窓
口

「
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
・
い
じ
め
１
１
０
番
」

　
通
じ
る

（
０
８
６
）

サ
イ
ン
は
　
　
み
な
よ
い

２
３
ｊ
ｌ
・
３
了
４
ｊ
１
‐

　
７
０
歳
以
上
の
方
が
、
運
転
免
許
証
の

更
新
を
希
望
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
高
齢
者
講
習
の
受
講
が
必
要
で

す
。
　
ま
た
、
７
５
歳
以
上
の
方
は
、
高
齢
者

講
習
の
前
に
認
知
機
能
検
査
を
受
け
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、
誕
生
日
の
約
５
か

月
前
に
案
内
の
は
が
き
が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
早
め
に
自
動
車
教
習
所
等
に

予
約
を
し
て
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

　
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
で
は
、
加
齢
に
』

る
認
知
・
判
断
能
力
の
低
下
や
病
気
の

症
状
に
よ
っ
て
運
転
に
不
安
を
感
じ
て

い
る
高
齢
者
や
ご
家
族
の
力
か
ら
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
来
場
相
談
だ
け
で
な
く
、
電
話
相
談

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
お
問
い
合
わ
せ
は
、

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
J

9
1
1

（
電
話
　
０
８
６
‐
７
２
４
－
５
６
　
７
）

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。
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゛’^‘飲酒運転４（し）ない～　　　ｚ　　　　　ご

,①酒を飲んだら運転しない　　　　’　　　　
？

②運転するなら酒は飲まない　　　

jlli?¶

，

③酒を飲んだ人の車には同廠しなもぐ゛“　…………’I’:

に飲酒運転を命じたり、認めたりしなし
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通
報
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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りのもんの人生も終わりじゃ1

飲酒運転はぜっでｰのおなそツ！

あんたも､飲んだらぜって一運転

しちやあえんで!
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